
①建築物の外壁や柱、門等は定められた壁面線を越えて建築でき

ないよう考えています。

②壁面の位置の制限の線と道路の境界線の間の土地には、歩行の

妨げになる工作物（門、塀、広告物、看板等）を設置できない

よう考えています。

下記の内容に努めるよう考えています。

（中木とは、高さが1.0ｍ以上2.5ｍ未満の樹木

をいいます。）

①建築物の屋根や外壁は周辺環境と調和した色

彩とし、形態・意匠は周辺の街並みと調和す

るものとするよう考えています。

②屋外広告物の形態、色彩、意匠は周辺の街並

みに配慮したものとするよう考えています。

平成28年度以前 平成29年度 平成30年度以降（予定）

①建築物の1階部分は店舗又は事務所とするよう考えています。

（住宅の出入口、管理人室、機械室などは制限の対象から除きま

す。）

②倉庫業を営む倉庫は建築できないよう考えています。

③性風俗関連特殊営業の用途に供する店舗又は事務所の建築を制

限するよう考えています。
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千歳烏山・街づくりニュース

烏山総合支所街づくり課
平成30年１月発行
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『千歳烏山駅周辺地区 地区計画・地区街づくり計画
（たたき台）』 意見交換会を開催します

日時

場所

内容

意見交換会の概要

平成30年2月8日（木）
19：00～20：30

（18：30より受付開始）

烏山区民センター
３ 階 集会室

Ⅰ 地区計画・地区街づくり計画（たたき台）について

Ⅱ 今後の予定について

Ⅲ 意見交換

千歳烏山駅

烏山区民センター

3階 集会室

日頃より世田谷区の街づくり事業にご理解、ご協力を頂きありがとうございます。

区では、京王線連続立体交差事業を契機に、千歳烏山駅周辺の街づくりに取り組んでい

ます。平成２３年１０月に地区街づくり協議会より提案された地区街づくり計画の原案を

踏まえて、駅周辺の住宅地から検討をはじめ、その後、駅周辺の商店街を中心に検討を進

めてきました。

このたび、昨年３月に開催した地区計画たたき台（方針案）意見交換会のご意見等を踏

まえ、地区計画・地区街づくり計画（たたき台）を作成しました。

お忙しいこととは存じますが、皆様のご意見を伺いたく意見交換会を開催しますので、

ご参加いただきますよう、ご案内申し上げます。

Ⅱ 今後の予定について

世田谷区 烏山総合支所 街づくり課 （担当：野元、小野塚、鈴木）

電話：03-3326-9618 FAX：03-3326-6159

◇◇◇ お問合せ先 ◇◇◇
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△
今回

８．垣又はさくの構造の制限

生垣 緑化フェンス
＋ブロック塀

60cm以下

５．壁面の位置の制限

６．壁面後退区域における工作物の設置の制限

隣地境界線

１．建築物等の用途の制限

２．建築物の容積率の最高限度

３．建築物の敷地面積の最低限度

４．建築物等の高さの最高限度

※各制限の詳細及びその他の項目については当日説明いたします。

10．樹木の保全と緑化の推進

50％ 60％ 70％ 80％ 90％

100㎡未満 中木
2本

中木1本 屋外で可能
な緑化

100㎡以上
150㎡未満

中木
3本

中木2本 中木1本

建ぺい率

敷地面積

７．建築物等の形態又は色彩その他の
意匠の制限

９．建築物の構造の制限

補助２１６号線に面する建築物は耐火建築物

又は準耐火建築物とするよう考えています。そ

れ以外の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築

物に努めるよう考えています。

11．雨水貯留浸透施設の設置

浸透ます 浸透地下埋設管

統一的な街並みの形成と土地の合理的な有効利用を図ることを

考えています。

前面道路建築敷地

道路境界

高さの最高限度

前面道路
（4ｍ）

建築敷地

壁面の位置の制限

建築できる範囲

道路境界

街並み誘導型地区計画
（西口通り(六番街)に面す
る敷地）

現在 検討している内容

店 舗

壁面の位置の制限 道路境界

工作物設置の制限

道路

(4m)

50
cm

50
cm

意見の反映
内容の修正

道路斜線制限

6m

※ 烏山区民センターには駐車場がございま

せんので、車での来訪はご遠慮ください。



商
業
地
区
Ａ

商
業
地
区
Ｂ

沿
道
商
業
地
区
Ａ

沿
道
商
業
地
区
Ｂ

沿
道
地
区

住
宅
地
区
Ａ

幹
線
沿
道
地
区

沿
道
商
業
地
区
Ｃ

住
宅
地
区
Ｂ

地
区
街
づ
く
り
計
画

地
区
計
画

１．建築物等の用途の制限 ○※１ ｰ ○ ○ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ

２．建築物の容積率の最高限度 ○※２ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ

３．建築物の敷地面積の最低限度 ○※２ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ

４．建築物等の高さの最高限度 ○※２ ｰ ｰ ○ ｰ ｰ ｰ ｰ ｰ

５．壁面の位置の制限 ○※３ ｰ ○ ｰ ○ ○ ー ー ○

６．壁面後退区域における工作物の設置の制限 ○ ｰ ○ ー ー ー ー ー ー

７．建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 ○ ｰ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

８．垣又はさくの構造の制限 ○ ｰ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

９．建築物の構造の制限 ー ｰ ー ○ ○ ー ○ ー ー

１０．樹木の保全と緑化の推進 ○ ｰ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１１．雨水貯留浸透施設の設置 ○ ｰ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地
区
街
づ
く
り
計
画

地
区
計
画

商業地区Ａ 商業・業務・文化施設の集積及び安全で快適な歩行者空間の創出を図り、地域
の核としてふさわしい活気ある商業拠点の形成を図る。

商業地区Ｂ 補助２１６号線及び駅前広場の整備に伴い、建築物の共同化等による土地
の合理的かつ適正な利用を促進し、駅前にふさわしい防災性が高く魅力的
な商業拠点の形成を図る。

沿道商業地区Ａ 歩行者の安全性と商業・業務施設の連続性を確保し、住商が調和した市街
地の形成を図る。

沿道商業地区Ｂ 商業・業務施設の連続性を確保しながら、よりよい街並み形成を図り、住
商が調和した災害に強い市街地の形成を図る。

沿道地区 補助２１６号線の整備にあわせて、延焼遮断帯の形成を促進し、周辺の住
環境との調和に配慮した災害に強い地区幹線沿道の市街地の形成を図る。

住宅地区Ａ 戸建住宅と集合住宅が共存し生活利便施設を適切に誘導しながら、周辺の
街並みと調和した良好な住宅地の形成を図る。

幹線沿道地区 集合住宅や商業・業務施設等を誘導するとともに、後背の住宅地との調和
を図り、幹線沿道にふさわしい防災性の高い市街地の形成を図る。

沿道商業地区Ｃ 店舗と住宅の調和を図り、身近な商業地としての市街地の形成を図る。

住宅地区Ｂ 緑豊かな住環境を維持・保全し、周辺の街並みと調和した住宅地の形成を図る。

凡例： ○のついた項目は建築行為への規制や誘導が必要となります。 で囲まれた内容が地区計画です。

※１ 商店街の主要な通りに面する建築物、※２ 街並み誘導型地区計画の検討範囲

※３ 主に、歩行者回遊軸を検討している範囲に面する敷地

Ⅰ－１ 地区計画・地区街づくり計画とは
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Ⅰ－２ 地区計画・地区街づくり計画の目標・方針案（たたき台）

目 標

・ 「主要な地域生活拠点」としてのにぎわいを創出し、区北西部において中心となる拠点を目指す。

・ 京王線連続立体交差事業や都市計画道路、駅前広場整備の各事業にあわせ、駅南北市街地の一体
的な街づくりを進めながら、駅周辺の商業地と住宅地が調和した「魅力あふれる安全で快適な市街地」
の実現を目指す。

土地利用の方針

整備計画案

Ⅰ－３ 整備計画案 (たたき台 )について

商業地区Ｂ

沿道商業
地区Ｂ

2

地区街づくり計画検討区域 (約88.６ha)

凡 例

地区計画検討区域 (約13.6ha)

沿道地区

住宅地区Ａ

粕谷区民センター通り

烏山中学校

烏山総合支所

［給田二丁目］

［上祖師谷一丁目］

［南烏山五丁目］

［南烏山二丁目］

［南烏山四丁目］

［南烏山六丁目］

世田谷区街づくり条例に基づく制度です。

地区計画よりも幅広く、地区の特性に応じた

ルールを決められるのが特徴です。

千歳烏山駅を中心とした約８８．６haの区域、項目は

上記８項目の他に３項目を加えた１１項目を予定して

います。

地区街づくり計画

都市計画法に基づく制度です。

建築行為等に対して法的拘束力が強いのが

特徴です。

千歳烏山駅前の商業地周辺約１３．６haの区域、項

目は「Ⅰ－３ 整備計画案（たたき台）」で示す８項目

を予定しています。

地 区 計 画

地区計画・地区街づくり計画検討区域

［粕谷四丁目］

補
助
2
1
6
号
線

沿道商業地区Ａ

沿道商業地区Ｃ

幹線沿道地区

住宅地区Ｂ

住宅地区Ｂ

住宅地区Ｂ

住宅地区Ｂ

沿道商業地区Ｃ

沿道商業
地区Ｃ

沿道商業
地区Ｃ

幹線沿道地区

（ で囲まれた地区は地区計画に該当します。）

地 区 区 分

商業地区Ａ

烏山区民センター

街並み誘導型地区計画検討範囲

粕谷区民
センター

歩行者回遊軸検討範囲

Ⅰ 地区計画・地区街づくり計画（たたき台）について

（ 該 当 項 目 に つ い て は 裏 面 を 参 照 く だ さ い 。 ）
吉祥寺通り

烏山土木
管理事務所

幹線沿道地区

［給田三丁目］


